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福 島 県 企 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る
規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 30年 ３ 月 27日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

福 島 県 企 業 局 管 理 規 程 第 ２ 号
福 島 県 企 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の 一 部
を 改 正 す る 規 程

福 島 県 企 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 44年 福 島 県
企 業 局 管 理 規 程 第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
附 則 第 ４ 項 の 見 出 し 中 「 東 日 本 大 震 災 」 を 「 東 日 本 大 震 災 等 」 に 改 め 、 同 項 中 「 （ 平

成 23年 ３ 月 11日 に 発 生 し た 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 及 び こ れ に 伴 う 原 子 力 発 電 所 の 事 故 に
よ る 災 害 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 の 次 に 「 若 し く は 著 し く 異 常 か つ 激 甚 な 非 常 災 害 で あ っ
て 、 当 該 非 常 災 害 に 係 る 災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 36年 法 律 第 223号 ） 第 28条 の ２ 第 １ 項 に 規
定 す る 緊 急 災 害 対 策 本 部 が 設 置 さ れ た も の （ 東 日 本 大 震 災 を 除 く 。 以 下 「 特 定 大 規 模 災
害 」 と い う 。 ） 又 は 原 子 力 災 害 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 11年 法 律 第 156号 ） 第 15条 第 ２ 項 の
規 定 に よ る 原 子 力 緊 急 事 態 宣 言 が あ っ た も の 」 を 加 え 、 同 項 に 次 の ３ 号 を 加 え る 。
⑷ 特 定 大 規 模 災 害 に 対 処 す る た め に 行 う 第 ６ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 作 業
⑸ 原 子 力 災 害 対 策 特 別 措 置 法 第 15条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 原 子 力 緊 急 事 態 宣 言 が あ っ
た 場 合 で 、 原 子 力 災 害 対 策 特 別 措 置 法 第 17条 第 ９ 項 に 規 定 す る 緊 急 事 態 応 急 対 策 実
施 区 域 に 所 在 す る 原 子 力 事 業 所 の う ち 管 理 者 が 定 め る も の （ 次 号 に お い て 「 特 定 原
子 力 事 業 所 」 と い う 。 ） の 敷 地 内 に お い て 行 う 作 業

⑹ 特 定 原 子 力 事 業 所 に 係 る 本 部 長 指 示 に 基 づ き 設 定 さ れ た 区 域 等 を 考 慮 し て 管 理 者
が 定 め る 区 域 に お い て 行 う 作 業 （ 前 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ）

附 則 第 ５ 項 に 次 の ４ 号 を 加 え る 。
⑼ 前 項 第 ４ 号 の 作 業 第 ６ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 額
⑽ 前 項 第 ５ 号 の 作 業 の う ち 原 子 炉 建 屋 （ 管 理 者 が 定 め る も の に 限 る 。 ） 内 に お い て
行 う も の 40 , 0 0 0円 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 管 理 者 が 定 め る 額

⑾ 前 項 第 ５ 号 の 作 業 の う ち 前 号 に 掲 げ る も の 以 外 の も の 20 , 0 0 0円 を 超 え な い 範 囲

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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内 に お い て 管 理 者 が 定 め る 額
⑿ 前 項 第 ６ 号 の 作 業 10 , 0 0 0円 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 管 理 者 が 定 め る 額 （ 心 身
に 著 し い 負 担 を 与 え る と 管 理 者 が 認 め る 作 業 に 従 事 し た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 額 に
そ の 100分 の 10 0を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 管 理 者 が 定 め る 額 を 加 算 し た 額 ）

附 則 第 ９ 項 を 削 り 、 附 則 第 ８ 項 を 附 則 第 ９ 項 と し 、 附 則 第 ７ 項 を 附 則 第 ８ 項 と し 、 附
則 第 ６ 項 中 「 前 項 各 号 」 を 「 前 項 第 １ 号 か ら 第 ８ 号 ま で 」 に 改 め 、 同 項 の 次 に 次 の １ 項
を 加 え る 。
７ 同 一 の 日 に お い て 、 附 則 第 ５ 項 第 10号 か ら 第 12号 ま で に 掲 げ る 作 業 の う ち ２ 以 上 の
作 業 に 従 事 し た 場 合 に お け る 当 該 ２ 以 上 の 作 業 に 係 る 手 当 の 調 整 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、
管 理 者 が 定 め る 。
附 則 第 10項 を 次 の よ う に 改 め る 。

10 職 員 が 特 定 大 規 模 災 害 に 対 処 す る た め 第 ６ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 作 業 に 引 き 続 き ５ 日
を 下 ら な い 範 囲 内 に お い て 管 理 者 が 定 め る 期 間 以 上 従 事 し た 場 合 の 災 害 応 急 作 業 等 手
当 の 額 は 、 同 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 条 第 ３ 項 又 は 同 条 第 ４ 項 に
規 定 す る 手 当 の 額 に 同 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 額 の 100分 の 100に 相 当 す る 額 を 超 え な い 範
囲 内 に お い て 管 理 者 が 定 め る 額 を 加 算 し た 額 と す る 。
附 則 第 11項 か ら 第 13項 ま で を 削 る 。

附 則
こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 営 ・ 販 売 課 ）

福 島 県 企 業 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。
平 成 30年 ３ 月 27日

福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄
福 島 県 企 業 局 管 理 規 程 第 ３ 号

福 島 県 企 業 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程
福 島 県 企 業 局 財 務 規 程 （ 昭 和 44年 福 島 県 企 業 局 管 理 規 程 第 ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。
「

「
株

別 表 第 ４ の ２ の 表 中 株 式 会 社 東 邦 銀 行 八 山 田 支 店 郡 山 市 を
株

」

「
式 会 社 東 邦 銀 行 八 山 田 支 店 郡 山 市 株 式 会 社 東 邦 銀 行 仙 台 東 支

に 、
式 会 社 東 邦 銀 行 郡 山 金 屋 支 店 郡 山 市

」
「

株 式 会 社 東 邦 銀 行 仙 台 東 支 店 宮 城 県 仙
台 市

店 宮 城 県 仙 株 式 会 社 東 邦 銀 行 仙 台 泉 支 店 宮 城 県 仙
を に 改 め

台 市 台 市
」 株 式 会 社 東 邦 銀 行 仙 台 南 支 店 宮 城 県 仙

台 市
」

る 。
附 則

こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
（ 経 営 ・ 販 売 課 ）

───────────────────────────────────────────────────────────
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福 島 県 病 院 局 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。
平 成 30年 ３ 月 27日

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 阿 部 正 文
福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ５ 号

福 島 県 病 院 局 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程
福 島 県 病 院 局 組 織 規 程 （ 平 成 16年 福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。
第 ２ 条 第 ２ 項 第 ９ 号 及 び 第 ３ 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 病 院 」 を 「 セ ン タ ー 、 病 院 」

に 改 め る 。
別 表 第 １ を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 第 １ （ 第 ３ 条 関 係 ）

名 称 位 置 内 部 組 織

福 島 県 立 矢 吹 病 院 西 白 河 郡 矢 吹 町 事 務 部

診 療 部

看 護 部

薬 剤 部

福 島 県 立 宮 下 病 院 大 沼 郡 三 島 町 事 務 部

診 療 部

看 護 部
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薬 剤 部

福 島 県 立 南 会 津 病 院 南 会 津 郡 南 会 津 町 事 務 部

診 療 部

看 護 部

薬 剤 部

福 島 県 立 大 野 病 院 双 葉 郡 大 熊 町

福 島 県 ふ た ば 医 療 セ ン タ ー 双 葉 郡 富 岡 町

福 島 県 ふ た ば 医 療 セ ン タ ー 附 属 病 院 双 葉 郡 富 岡 町 事 務 部

診 療 部

看 護 部

薬 剤 部

福 島 県 ふ た ば 医 療 セ ン タ ー 附 属 ふ た ば 復 双 葉 郡 葉 町
興 診 療 所

別 表 第 ２ 病 院 経 営 課 の 部 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

上 司 の 命 を 受 け 、 セ ン タ ー の 事
セ ン タ ー 長 務 を 掌 理 し 、 所 属 職 員 を 指 揮 監

督 す る 。

セ ン タ ー 長 を 補 佐 し 、 セ ン タ ー
副 セ ン タ ー 長

の 事 務 を 整 理 す る 。
セ ン タ ー

上 司 の 命 を 受 け 、 特 に 指 示 さ れ
主 幹 （ 任 意 設 置 ）

た 事 務 を 掌 理 す る 。

上 司 の 命 を 受 け 、 セ ン タ ー の 事
事 務 長

務 を 処 理 す る 。

附 則
こ の 規 程 は 、 平 成 30年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 病 院 経 営 課 ）

福 島 県 病 院 局 の 標 準 的 な 職 及 び 職 員 の 標 準 職 務 遂 行 能 力 を 定 め る 規 程 の 一 部 を 改 正 す
る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 30年 ３ 月 27日
福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 阿 部 正 文

福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ６ 号
福 島 県 病 院 局 の 標 準 的 な 職 及 び 職 員 の 標 準 職 務 遂 行 能 力 を 定 め る 規 程 の 一
部 を 改 正 す る 規 程

福 島 県 病 院 局 の 標 準 的 な 職 及 び 職 員 の 標 準 職 務 遂 行 能 力 を 定 め る 規 程 （ 平 成 28年 福 島
県 病 院 局 管 理 規 程 第 12号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

「
別 表 第 １ 中 病 院 行 政 職 局 次 長 局 参 事

「
病 院 行 政 職 局 次 長 局 参 事

───────────────────────────────────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
を に 、

」 病 院 医 療 職 ⑴ ふ た ば 医 療 セ ン タ ー 長
」

「 矢 吹 、 南 会 津 、 大 野 病 院 事 務 部 事 務 長 」 を 「 ふ た ば 医 療 セ ン タ ー 副 セ ン タ ー 長 矢 吹 、
南 会 津 病 院 事 務 部 事 務 長 大 野 病 院 事 務 長 」 に 、 「 宮 下 病 院 事 務 部 事 務 長 矢 吹 、 南 会
津 、 大 野 病 院 事 務 部 事 務 次 長 」 を 「 ふ た ば 医 療 セ ン タ ー 事 務 長 宮 下 、 ふ た ば 医 療 セ ン
タ ー 附 属 病 院 事 務 部 事 務 長 矢 吹 、 南 会 津 病 院 事 務 部 事 務 次 長 」 に 、 「 看 護 部 長 」 を 「 病
院 副 院 長 看 護 部 長 」 に 、 「 南 会 津 、 大 野 病 院 薬 剤 部 長 」 を 「 南 会 津 病 院 薬 剤 部 長 」 に 、
「 矢 吹 、 宮 下 病 院 薬 剤 部 長 」 を 「 矢 吹 、 宮 下 、 ふ た ば 医 療 セ ン タ ー 附 属 病 院 薬 剤 部 長 」
に 改 め る 。

附 則
こ の 規 程 は 、 平 成 30年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 病 院 経 営 課 ）

福 島 県 病 院 事 業 職 員 人 事 評 価 実 施 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。
平 成 30年 ３ 月 27日

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 阿 部 正 文
福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ７ 号

福 島 県 病 院 事 業 職 員 人 事 評 価 実 施 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程
福 島 県 病 院 事 業 職 員 人 事 評 価 実 施 規 程 （ 平 成 28年 福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 20号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
第 ５ 条 第 ３ 項 中 「 局 長 」 の 次 に 「 、 セ ン タ ー 長 」 を 加 え る 。
別 表 第 ２ 最 終 評 価 者 の 項 中 「 病 院 、 診 療 所 」 を 「 セ ン タ ー 、 病 院 及 び 診 療 所 」 に 、 「 病

院 長 、 診 療 所 長 」 を 「 セ ン タ ー 長 、 病 院 長 及 び 診 療 所 長 」 に 改 め 、 同 表 人 事 評 価 事 務 管
理 者 の 項 中 「 病 院 、 診 療 所 に お い て は 、 」 を 「 セ ン タ ー 及 び 病 院 に お い て は 」 に 、 「 診
療 所 次 長 」 を 「 診 療 所 に お い て は 診 療 所 次 長 」 に 改 め る 。

附 則
こ の 規 程 は 、 平 成 30年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 病 院 経 営 課 ）


